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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２本の人工歯が隣接して並べられかつ前記複数の人工歯を上部に固定した細
長の義歯床を備えた義歯と、前記義歯を支台歯に装着するためのアタッチメントを備えた
義歯とその取付けアタッチメントにおいて、
　前記義歯は、前記義歯床の歯肉と接する底面側の長手方向所定位置に前記支台歯を挿入
保持するための有底の支台歯係合用凹み部が備わっており、かつ、前記支台歯係合用凹み
部の両側部には前記義歯の少なくとも義歯床の部分にそれぞれ磁石が埋め込まれ、
　前記アタッチメントは、前記支台歯を形成するために残根部に取り付けられかつ磁性材
でできた義歯係合用突出部と、当該義歯係合用突出部を前記残根部の上部に固定する固定
部材からなり、
　前記残根部に前記固定部材を用いて前記義歯係合用突出部を取り付けることで前記支台
歯を形成するようになっており、
　義歯装着者が前記義歯を装着した際に、前記義歯の支台歯係合用凹み部と前記義歯係合
用突出部との嵌合によって前記義歯を前記支台歯に固定する代わりに、当該義歯係合用突
出部を挟んでこれに両側から作用する２つの磁石の磁気引っ張り力と、前記義歯の義歯床
が歯肉に密着する密着力によって前記義歯の前記支台歯に対する取付け状態を維持すると
共に、
　前記義歯装着者が前記義歯を咬合した際に、これによって発生する咬合力を前記義歯の
義歯床が前記歯肉を押し潰すことで生じる当該歯肉からの圧縮反発力によって受け持ち、
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かつ
　前記咬合力の加わり具合に応じて、前記義歯係合用突出部が前記支台歯係合用凹み部の
内周面に沿って摺動可能に当接することで、前記支台歯に対する前記義歯の姿勢を所定の
範囲内で変化可能とすることを特徴とする義歯とその取付けアタッチメント。
【請求項２】
　前記義歯には、前記義歯床の前記歯肉と接する底面側の長手方向所定位置に前記支台歯
係合用凹み部が１箇所備わっており、前記義歯を前記支台歯に取り付けた状態で咬合した
際に、前記義歯の咬合力の加わり具合に応じて当該義歯が当該支台歯を支点として揺動可
能となったことを特徴とする請求項１に記載の義歯とその取付けアタッチメント。
【請求項３】
　前記支台歯係合用凹み部が前記義歯の義歯床の歯肉と接する底面側の長手方向略中央部
に備わっていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の義歯とその取付けアタッ
チメント。
【請求項４】
　義歯装着者が前記義歯を強く咬合した際においても、前記義歯係合用突出部の上端部と
前記支台歯係合用凹み部の底部との間に一定の空間を残存させる構造を有したことを特徴
とする請求項１乃至請求項３の何れかに記載の義歯とその取付けアタッチメント。
【請求項５】
　前記義歯係合用突出部の周面の所定領域は、前記義歯を前記支台歯に取り付けた状態で
咬合した際に、前記義歯が前記支台歯を支点として咬合に伴う義歯の動きの範囲で抵抗を
受けずに揺動できる曲面として形成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項４の
何れかに記載の義歯とその取付けアタッチメント。
【請求項６】
　前記義歯係合用突出部の周面の所定領域及び前記義歯の凹み部の内周面の所定領域の双
方に曲面を形成することで、前記義歯を前記支台歯に取り付けた状態で咬合した際に、前
記義歯係合用突出部の周面の所定領域及び前記義歯の凹み部の内周面同士が互いに摺動し
ながら、前記義歯が前記支台歯を支点として咬合に伴う義歯の動きの範囲で揺動できるよ
うにしたことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れかに記載の義歯とその取付けアタ
ッチメント。
【請求項７】
　前記支台歯係合用凹み部の内面の所定位置に凹み部側湾曲部が形成され、前記義歯を前
記支台歯に取り付けた状態で、咬合した際に生じる前記義歯の傾斜度合いや沈み込み度合
いに応じて変化していく前記義歯係合用突出部の周面の所定領域に形成された突出部側湾
曲部と前記凹み部側湾曲部の互いに接触する部分同士の曲率が一致するように、それぞれ
の湾曲部が形成されていることを特徴とする請求項６に記載の義歯とその取付けアタッチ
メント。
【請求項８】
　咬合時に前記義歯に対して咬合力が３次元方向に作用した場合であっても、前記義歯が
前記支台歯に取り付けられた状態を維持できることを特徴とする請求項１乃至請求項７の
何れかに記載の義歯とその取付けアタッチメント。
【請求項９】
　前記２つの磁石のうち、一方の磁石の代わりにラッチ係合機構が備わり、当該ラッチ係
合機構は、前記義歯係合用突出部の周面の一部に形成されたラッチ係合用凹み部ラッチ可
能となっており、
　前記ラッチ係合機構は、前記義歯を前記支台歯に装着した際に、前記突出部収容用凹み
部の内周面に、前記ラッチ係合用凹み部に弾性力によってラッチ係合すると共に、前記義
歯を前記支台歯から義歯装着者が指の力で引っ張ることによってラッチ係合が解除されて
前記義歯を前記支台歯から取り外すことを可能にするラッチ係合部を有することを特徴と
する請求項１乃至請求項８の何れかに記載の義歯とその取付けアタッチメント。
【請求項１０】
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　請求項１乃至請求項９の何れかに記載の突出部を残根部に取り付けた支台歯に取り外し
可能に装着する請求項１乃至請求項９の何れかに記載の義歯。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項９の何れかの義歯を取り外し可能に装着することができる請求項１
乃至請求項９の何れかに記載の支台歯を形成するために残根部に取り付ける義歯係合用突
出部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、義歯とその取付けアタッチメントに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近来の高齢化社会に伴い、長年虫歯を放置していると歯冠の部分の状態が悪化し、やが
ては歯冠が崩壊してしまうことが見られるようになっている。また、かなり前に虫歯を治
療して金属冠（クラウン）を被せた後に長年経過して内部に発生した虫歯が徐々に進行し
てかなり悪化してしまう場合も同様である。
【０００３】
　このような状態に至ると、歯冠の部分を除去して歯根のみを残し、これを支台歯として
従来から公知の入れ歯を装着することがとりあえずの対策として考えられる。
【０００４】
　しかしながら、このような入れ歯を装着する場合には、入れ歯を支持する支台歯の部分
にクラスプ（鉤）を用いることが必須である。そのため、口を開けたときに金属のクラス
プの金属部分が外から見えて例えば会話中に相手側から入れ歯を装着していることが一目
瞭然で分かってしまうと共に、クラスプの金属部分が目立って審美的に好ましくない。
【０００５】
　一方、抜歯した状態を放置しておくと、食べ物を十分に咀嚼することができず、そのま
ま飲み込んで消化器官に負担を与えて健康を害してしまう。そのため、歯が抜けた部分を
インプラントにより人工歯を取り付ける処置が近年広く行われるようになっている（例え
ば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許６３８３９５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　インプラントの処置を行う場合は、当然のことながら抜歯した箇所ごとに１本ずつイン
プラントを植立させなければいけない。そして、インプラントは、一本当たりのコストが
非常にかかるため、抜け落ちた歯の本数が多くなった場合、それらの欠損部分の全てにイ
ンプラントを用いようとすると、トータルのコストがかなり嵩んでしまう。又、年齢と共
に顎骨が委縮していくので（やせていくので）、インプラントを打ち込むのに適当な部位
も年齢が高くなるにつれて限定される傾向にある。
【０００８】
　本発明の目的は、支台歯への着脱が行い易く、かつ義歯装着者に優れた装着感と食事中
の快適な咬み心地を与えることが可能な義歯とその取付けアタッチメントを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の課題を解決するために、本発明の請求項１に係る義歯とその取付けアタッチメン
トは、
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　少なくとも２本の人工歯が隣接して並べられかつ前記複数の人工歯を上部に固定した細
長の義歯床を備えた義歯と、前記義歯を支台歯に装着するためのアタッチメントを備えた
義歯とその取付けアタッチメントにおいて、
　前記義歯は、前記義歯床の歯肉と接する底面側の長手方向所定位置に前記支台歯を挿入
保持するための有底の支台歯係合用凹み部が備わっており、かつ、前記支台歯係合用凹み
部の両側部には前記義歯の少なくとも義歯床の部分にそれぞれ磁石が埋め込まれ、
　前記アタッチメントは、前記支台歯を形成するために残根部に取り付けられかつ磁性材
でできた義歯係合用突出部と、当該義歯係合用突出部を前記残根部の上部に固定する固定
部材からなり、
　前記残根部に前記固定部材を用いて前記義歯係合用突出部を取り付けることで前記支台
歯を形成するようになっており、
　義歯装着者が前記義歯を装着した際に、前記義歯の支台歯係合用凹み部と前記義歯係合
用突出部との嵌合によって前記義歯を前記支台歯に固定する代わりに、当該義歯係合用突
出部を挟んでこれに両側から作用する２つの磁石の磁気引っ張り力と、前記義歯の義歯床
が歯肉に密着する密着力によって前記義歯の前記支台歯に対する取付け状態を維持すると
共に、
　前記義歯装着者が前記義歯を咬合した際に、これによって発生する咬合力を前記義歯の
義歯床が前記歯肉を押し潰すことで生じる当該歯肉からの圧縮反発力によって受け持ち、
かつ
　前記咬合力の加わり具合に応じて、前記義歯係合用突出部が前記支台歯係合用凹み部の
内周面に沿って摺動可能に当接することで、前記支台歯に対する前記義歯の姿勢を所定の
範囲内で変化可能とすることを特徴としている。
　また、本発明の請求項２に係る義歯とその取付けアタッチメントは、請求項１に記載の
義歯とその取付けアタッチメントにおいて、
　前記義歯には、前記義歯床の前記歯肉と接する底面側の長手方向所定位置に前記支台歯
係合用凹み部が１箇所備わっており、前記義歯を前記支台歯に取り付けた状態で咬合した
際に、前記義歯の咬合力の加わり具合に応じて当該義歯が当該支台歯を支点として揺動可
能となったことを特徴としている。
【００１０】
　また、本発明の請求項３に係る義歯とその取付けアタッチメントは、請求項１又は請求
項２に記載の義歯とその取付けアタッチメントにおいて、
　前記支台歯係合用凹み部が前記義歯の義歯床の歯肉と接する底面側の長手方向略中央部
に備わっていることを特徴としている。
　また、本発明の請求項４に係る義歯とその取付けアタッチメントは、請求項１乃至請求
項３の何れかに記載の義歯とその取付けアタッチメントにおいて、
　義歯装着者が前記義歯を強く咬合した際においても、前記義歯係合用突出部の上端部と
前記支台歯係合用凹み部の底部との間に一定の空間を残存させる構造を有したことを特徴
としている。
　また、本発明の請求項５に係る義歯とその取付けアタッチメントは、請求項１乃至請求
項４の何れかに記載の義歯とその取付けアタッチメントにおいて、
　前記義歯係合用突出部の周面の所定領域は、前記義歯を前記支台歯に取り付けた状態で
咬合した際に、前記義歯が前記支台歯を支点として咬合に伴う義歯の動きの範囲で抵抗を
受けずに揺動できる曲面として形成されていることを特徴としている。
【００１１】
　また、本発明の請求項６に係る義歯とその取付けアタッチメントは、請求項１乃至請求
項４の何れかに記載の義歯とその取付けアタッチメントにおいて、
　前記義歯係合用突出部の周面の所定領域及び前記義歯の凹み部の内周面の所定領域の双
方に曲面を形成することで、前記義歯を前記支台歯に取り付けた状態で咬合した際に、前
記義歯係合用突出部の周面の所定領域及び前記義歯の凹み部の内周面同士が互いに摺動し
ながら、前記義歯が前記支台歯を支点として咬合に伴う義歯の動きの範囲で揺動できるよ
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うにしたことを特徴としている。
【００１２】
　また、本発明の請求項７に係る義歯とその取付けアタッチメントは、請求項６に記載の
義歯とその取付けアタッチメントにおいて、
　前記支台歯係合用凹み部の内面の所定位置に凹み部側湾曲部が形成され、前記義歯を前
記支台歯に取り付けた状態で、咬合した際に生じる前記義歯の傾斜度合いや沈み込み度合
いに応じて変化していく前記義歯係合用突出部の周面の所定領域に形成された突出部側湾
曲部と前記凹み部側湾曲部の互いに接触する部分同士の曲率が一致するように、それぞれ
の湾曲部が形成されていることを特徴としている。
【００１３】
　また、本発明の請求項８に係る義歯とその取付けアタッチメントは、請求項１乃至請求
項７の何れかに記載の義歯とその取付けアタッチメントにおいて、
　咬合時に前記義歯に対して咬合力が３次元方向に作用した場合であっても、前記義歯が
前記支台歯に取り付けられた状態を維持できることを特徴としている。
【００１４】
　また、本発明の請求項９に係る義歯とその取付けアタッチメントは、請求項１乃至請求
項８の何れかに記載の義歯とその取付けアタッチメントにおいて、
　前記２つの磁石のうち、一方の磁石の代わりにラッチ係合機構が備わり、当該ラッチ係
合機構は、前記義歯係合用突出部の周面の一部に形成されたラッチ係合用凹み部ラッチ可
能となっており、
　前記ラッチ係合機構は、前記義歯を前記支台歯に装着した際に、前記突出部収容用凹み
部の内周面に、前記ラッチ係合用凹み部に弾性力によってラッチ係合すると共に、前記義
歯を前記支台歯から義歯装着者が指の力で引っ張ることによってラッチ係合が解除されて
前記義歯を前記支台歯から取り外すことを可能にするラッチ係合部を有することを特徴と
している。
【００１５】
　また、本発明の請求項１０に係る義歯は、請求項１乃至請求項９の何れかに記載の突出
部を残根部に取り付けた支台歯に取り外し可能に装着する請求項１乃至請求項９の何れか
に記載の義歯である。
【００１６】
　また、本発明の請求項１１に係る突出部は、請求項１乃至請求項９の何れかの義歯を取
り外し可能に装着することができる請求項１乃至請求項９の何れかに記載の支台歯を形成
するために残根部に取り付ける義歯係合用突出部である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、義歯の着脱が行い易く、かつ義歯装着者に優れた装着感と食事中の快
適な咬み心地を与えることが可能な義歯とその取付けアタッチメントを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントの構造を義歯の
長手方向に沿って一部断面で示す側面図である。
【図２】図１に示した第１の実施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントの構造を義
歯の長手方向に沿って一部断面で示す平面図である。
【図３】図１及び図２に示した義歯とその取付けアタッチメントの作用を説明する第１の
説明図である。
【図４】図１及び図２に示した義歯とその取付けアタッチメントの作用を説明する第２の
説明図である。
【図５】図１及び図２に示した義歯とその取付けアタッチメントの作用を説明する第３の
説明図である。
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【図６】第１の実施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントにおいて、義歯係合用突
出部の外周面と支台歯係合用凹み部の内周面との接触面において、咬合力の作用の仕方に
伴う様々な接触状態を示した説明図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントの構造を義歯の
長手方向に沿って一部断面で示す側面図である。
【図８】図７に示した義歯とその取付けアタッチメントの作用を説明する第１の説明図で
ある。
【図９】図７に示した義歯とその取付けアタッチメントの作用を説明する第２の説明図で
ある。
【図１０】図７に示した義歯とその取付けアタッチメントの作用を説明する第３の説明図
である。
【図１１】第２の実施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントにおいて、義歯係合用
突出部の外周面と支台歯係合用凹み部の内周面との接触面において、咬合力の作用の仕方
に伴う様々な接触状態を示した説明図である。
【図１２】第１の実施形態の第１変形例（図１２（ａ））及び第２の実施形態の第１変形
例（図１２（ｂ））を含む部分をそれぞれ示す説明図である。
【図１３】第１の実施形態の第２変形例（図１３（ａ））及び第２の実施形態の第２変形
例（図１３（ｂ））を含む部分をそれぞれ示す説明図である。
【図１４】第１の実施形態の第３変形例（図１４（ａ））及び第２の実施形態の第３変形
例（図１４（ｂ））を含む部分をそれぞれ示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る義歯とその取付けアタッチメントの各実施形態及びその変形例につ
いて図面に基づいて説明する。なお、以下の説明においては、本発明に係る義歯とその取
付けアタッチメントを顎骨の下顎側の残根部に取り付ける形態に基づいて図面を作成し、
これに従って説明を行う。
【００２０】
　そのため、図面や文章中の上方向や下方向、左右方向についてはこのような形態で実施
を装着した態様に基づいて定義付ける。
【００２１】
　また、以下の文章中の説明や図面の描き方に関しては、あくまで本発明の属する範囲の
一例を示したものに過ぎず、本発明の作用を発揮し得る範囲内であれば様々な形状や寸法
、大きさ、材質を適宜変更可能である。
【００２２】
　また、図面の各構成要素間の配置関係や寸法関係、隙間の有無等については、発明の理
解の容易化を図るために多少誇張したり実際とは異なる寸法関係で描いたりしているので
、本発明に係る義歯とその取付けアタッチメントを実際の歯科医療に適用する場合は、義
歯装着者ごとの装着位置や装着部位、人工歯の本数によって好ましい形態に変えながら本
発明を様々な実際の歯科医療に合わせて変更していくことが当然であり、このような様々
なバリエーションも本発明の範囲に含まれることを予め述べておく。また、図面において
断面ハッチングについては説明の理解の容易化を図るために適宜省略して示している。
【００２３】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントの構造を義歯
の長手方向に沿って一部断面で示す側面図である。また、図２は、図１に示した第１の実
施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントの構造を義歯の長手方向に沿って一部断面
で示す平面図である。なお、図１においてのみ、本実施形態に係る義歯の左側に並ぶ天然
歯を小臼歯１１と犬歯１３の順番で示している。一方、図２以降の第１の実施形態に係る
図面においては、説明の都合上これらの天然歯の図示を省略している。
【００２４】
　本発明に係る義歯とその取付けアタッチメントは、少なくとも２本の人工歯が隣接して
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並べられかつ複数の人工歯１１０を上部に固定した細長の義歯床１２０を備えた義歯１０
０と、義歯１００を支台歯に装着するためのアタッチメント２００を備えた義歯とその取
付けアタッチメントである。
【００２５】
　第１の実施形態においては、１本の小臼歯１１１（１１０）と２本の大臼歯１１２，１
１３（１１０）が人工歯として義歯床１２０に備わっている。なお、本発明において義歯
床１２０に備わる小臼歯や大臼歯の種別や本数、配置形態については、本発明の作用を発
揮し得る範囲内で様々な組み合わせが可能であり、義歯１００を装着する部位やインプラ
ントの周囲の欠損歯の状況に応じて適宜選択可能である。
【００２６】
　そして、義歯１００は、義歯床１２０の歯肉８００と接する底面側の長手方向所定位置
に支台歯を挿入保持するための有底の支台歯係合用凹み部１３０が備わっており、かつ、
凹み部の両側部には義歯１００の義歯床１２０の部分にそれぞれ磁石１５１，１５２（１
５０）が埋め込まれている。
【００２７】
　具体的には、義歯１００には、非磁性材からなる磁石ホルダー１６０が義歯１００の義
歯床１２０の内部に備わっており、この磁石ホルダー１６０の底部、即ち歯肉８００と接
する底面１２１の略中央部分において上方に向かって支台歯係合用凹み部１３０が備わっ
ている。そして、支台歯係合用凹み部１３０の底面１３１は、図面に示すように支台歯係
合用凹み部１３０の上側に形成されている。
【００２８】
　本実施形態の場合、支台歯係合用凹み部１３０の内周面は、これによって形成される空
間が円筒体形状を有している。しかしながら、本発明の作用を発揮するにあたって、円筒
体形状には限定されず、例えば細長い四角柱や端面視で多角形の柱状の空間となるように
、その内周面が形成されていても良い。
【００２９】
　磁石１５０は、本実施形態においては、同等の磁力を有する第１の磁石１５１と第２の
磁石１５２からなり、図面で示すように、磁石ホルダー１６０の内部において支台歯係合
用凹み部１３０を挟むように義歯床延在方向左側に第１の磁石１５１、義歯床延在方向右
側に第２の磁石１５２が配置されている。
【００３０】
　第１の磁石１５１と第２の磁石１５２とが共に磁石ホルダー内に完全に収容されている
ことで、磁石１５０が義歯装着者の口の中に露出することがなく、磁石１５０の材質によ
って味覚に違和感を憶えたり、磁石の破片が口の中に入ったりするのを防いでいる。
【００３１】
　本実施形態においては、それぞれの磁石１５１、１５２が棒状の磁石からなり、その長
手方向が義歯床１２０の延在方向に合わせて配置されている。そして、第１の磁石１５１
の支台歯係合用凹み部１３０に近い側の磁極と第２の磁石１５２の支台歯係合用凹み部１
３０に近い側の磁極は互いに異なった磁極となっている。
【００３２】
　即ち、第１の磁石１５１の支台歯係合用凹み部１３０に近い側の磁極がＮ極の場合、第
２の磁石１５２の支台歯係合用凹み部１３０に近い側の磁極はＳ極となる。また、第１の
磁石１５１の支台歯係合用凹み部１３０に近い側の磁極がＳ極の場合、第２の磁石１５２
の支台歯係合用凹み部１３０に近い側の磁極はＮ極となる。
【００３３】
　これによって、磁性体からなる義歯係合用突出部２１０の各磁石１５１，１５２に対向
する部分にそれぞれの磁石１５１，１５２から磁気引っ張り力を作用させるようになって
いる。その結果、義歯１００を支台歯に装着すると、義歯１００の義歯床１２０に沿って
各磁石１５１、１５２から義歯係合用突出部２１０に磁気引っ張り力が常に作用して、義
歯１００を支台歯にしっかりと固定しておくことができる。
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【００３４】
　なお、本発明においては、第１の磁石１５１と第２の磁石１５２がそれぞれ義歯床１２
０の内部の磁石ホルダー内に義歯床１２０が延在する方向に合わせて配置されている特有
の構成を有しているので、義歯１００の大きさ、即ち義歯本体１１０の本数、即ち義歯床
１２０の上部に備わる大臼歯の本数や小臼歯の本数、これらの配置状況、支台歯係合用凹
み部１３０を挟んだ左右方向のサイズの違いの様々な要因に基づいてそれぞれの磁石１５
１、１５２の大きさを変えることが可能となっている。即ち、義歯装着者が装着する義歯
１００の形態は装着者ごとに全く異なってくるが、どのような義歯１００を装着する場合
であってもその義歯１００の支台歯にしっかりと保持させておくことができるのに必要か
つ十分な磁気引っ張り力を発生させる磁石の大きさ（長さや太さ）を適宜選択できること
が本発明の最大のメリットとなっている。
【００３５】
　このように、本発明において、第１の磁石１５１と第２の磁石１５２は、必ずしも同一
のサイズである必要はなく、上述した義歯自体の構成の多様性に応じて異なる大きさ（異
なる長さや異なる太さ）の磁石をそれぞれ適宜選択して配置ことが可能となっている点は
、従来の磁石を装着した義歯には見られない本発明特有の構成をなしている。
【００３６】
　なお、第１の実施形態においては、磁石ホルダー１６０は義歯床１２０の内部に備わっ
ているが、この上部の一部が義歯本体１１０の内部に備わっていても良い。
【００３７】
　アタッチメント２００は、 支台歯を形成するために残根部５０に取り付けられかつ磁
性材でできた義歯係合用突出部２１０と、義歯係合用突出部２１０の底面部から下方に突
出した固定部材２２０からなる。
【００３８】
　義歯係合用突出部２１０は、細長のいわゆる蕾型形状を有し、その大きさは、図面に示
すように、唾液層８１０を介して義歯１００の義歯床１２０の底面１２１を歯肉８００に
密着させた際に、義歯１００の支台歯係合用凹み部１３０内にある程度の余裕を持って収
容される大きさとなっている。
【００３９】
　また、義歯係合用突出部２１０の先端は、義歯１００を装着して支台歯係合用凹み部１
３０内に収容された際に、その先端、即ち図面中上端部が、支台歯係合用凹み部１３０の
底部、即ち図面中に示す支台歯係合用凹み部１３０の底面１３１に対して一定の空間Ｓ１
０を有するようになっている。更には、義歯１００を装着して咬合した際に咬合力によっ
て義歯床１２０が歯肉８００に押し付けられると共に、義歯床１２０に接している歯肉８
００の部分がある程度押し潰されて義歯全体が歯肉８００と共に沈下しても、義歯係合用
突出部２１０の先端と支台歯係合用凹み部１３０の底部との間に一定の空間Ｓ２０が残存
するような大きさになっている（図３参照）。即ち、かなり大きな力で咬合しても義歯係
合用突出部２１０の先端が支台歯係合用凹み部１３０の底面１３１に突き当たることがな
いように寸法決めされている。これによって、咬合の際に磁性材でできた義歯係合用突出
部２１０の先端が支台歯係合用凹み部１３０の底面１３１に突き当たって破損するのを回
避している。
【００４０】
　義歯係合用突出部２１０は、上述したように蕾型形状を有しており、その先端（図中上
端）に向かうに従って外径が徐々に小さくなるように形成されている。なお、この外径の
変化度合いについては、後に詳細に説明する。
【００４１】
　固定部材２２０は、図面と上述の説明からも分かるように、蕾型形状を有する義歯係合
用突出部２１０の底面から一定のテーパーを有して下方に延在している。そして、固定部
材２２０は、残根部５０の上部に（困難性を全く伴わない）通常の歯科技術で予め穿設し
た取り付け穴５１に挿入され、歯科医療に用いるセメント等の接着剤を介して残根部５０
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にしっかりと接着固定されるようになっている。
【００４２】
　固定部材２２０が残根部５０に上述のように接着固定されることで、この固定部材２２
０と一体化した義歯係合用突出部２１０が残根部５０の上側にしっかりと固定された状態
で取り付けられ、これらが合わさって支台歯を構成するようになっている。
【００４３】
　なお、以下の説明では、本発明の理解の容易化を図るために、固定部材２２０によって
義歯係合用突出部２１０を残根部５０に取り付けた状態を「支台歯」として適宜記載する
。
【００４４】
　義歯係合用突出部２１０の外周面２１１は、義歯１００を支台歯に装着して咬合した際
に、義歯１００が支台歯を支点として咬合に伴う義歯１００の動きの範囲で抵抗を受ける
ことなく互いの接触面同士が摺動しながら揺動できる曲面として形成されている。
【００４５】
　図３は、図１に示した義歯とその取付けアタッチメントの作用を説明する第１の説明図
である。また、図４は、図１に示した義歯とその取付けアタッチメントの作用を説明する
第２の説明図である。また、図５は、図１に示した義歯とその取付けアタッチメントの作
用を説明する第３の説明図である。
【００４６】
　なお、図３乃至図５において１本の小臼歯と２本の大臼歯からなる合計３本の義歯本体
（人工歯）にそれぞれ上から下に向けて示す矢印Ｆは、咬合の際の各義歯本体に作用する
咬合力を発明の理解の容易化のために簡略化して示したものである。そして、この矢印Ｆ
の長さが、それぞれの義歯本体に作用する咬合力の大きさを示している。
【００４７】
　図３によると、各矢印Ｆが均等な長さとなっており、各人工歯に均等に咬合力が作用し
ていることを示している。この場合、図１と比較して理解できるように、咬合力によって
義歯１００の義歯床全体が歯肉８００に均等に押し付けられて、歯肉８００を均一に押し
潰して義歯床１２０と歯肉８００との間に介在する唾液層８１０を押し出して義歯全体が
歯肉８００に対して均一に沈下していることが分かる。即ち、この状態においては、義歯
１００の義歯床全体が歯肉８００を押し潰すことで、押し潰された歯肉全体から受ける反
力が咬合力と釣り合っていることになる。
【００４８】
　この場合、図３から明らかなように、第１の磁石１５１と第２の磁石１５２がそれぞれ
の磁気引っ張り力を磁性材からなる義歯係合用突出部２１０に図中横方向に向かって、即
ち図２に示す咬合力を作用する方向と直交する方向であって、義歯床１２０の底面１２１
と平行な方向に作用させている。そのため、義歯係合用突出部２１０は、第１の磁石１５
１と第２の磁石１５２からそれぞれ均等に引っ張られるようになり、義歯１００が外れる
方向、即ち咬合力が作用する方向と反対方向であって歯肉８００が圧縮されて反発する反
力が作用する方向に義歯１００が離れるのを阻止していることが分かる。
【００４９】
　また、このような義歯１００を咬合した状態において、義歯係合用突出部２１０の先端
部（図中上側端部）と支台歯係合用凹み部１３０の底部（図中上側の底面１２１）との間
には一定の空間Ｓ２０が残存しており、咬合の際に義歯係合用突出部２１０の先端に咬合
力が直接作用しないようになっている。これによって、義歯係合用突出部２１０のみなら
ず、これが取り付けられた残根部５０の軸線方向に無理な力が作用することなく、これら
に対して好ましくない応力やモーメントの発生を防止している。これによって、残根部５
０と周りの顎骨９００を結合する歯根膜８５０も合わせて保護するようになっている。
【００５０】
　続いて、図４に示す状態について説明する。図４においては、図中の矢印Ｆの長さから
明らかなように、図中右側の大臼歯に加わる咬合力が最も大きく、左側の小臼歯に向かう
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に従って咬合力が小さくなっている。これによって、義歯全体のうち図中右側の義歯床１
２０の部分が歯肉８００を押し潰して図中右方向に僅かに傾けながら右側の歯肉８００か
ら受ける反発力によって咬合力を受け持っている。
【００５１】
　この場合、義歯全体は図中右側に僅かにずれ込んで義歯係合用突出部２１０の左側の湾
曲面の所定部分が支台歯係合用凹み部１３０の内周面の所定位置に接している。
【００５２】
　この場合、左側の第１の磁石１５１が義歯係合用突出部２１０の左側に強めの磁気引っ
張り力を作用させているが、これと反対側の磁極を義歯係合用突出部２１０の対向する側
に備えた第２の磁石１５２からもやはり磁気引っ張り力が作用している。
【００５３】
　即ち、図３に示す状態と同様に、第１の磁石１５１と第２の磁石１５２のそれぞれの義
歯係合用突出部２１０側の端部から発する磁気引っ張り力が互いに義歯係合用突出部２１
０を咬合力の作用する方向と逆直角方向、即ち咬合力が作用しなくなった際に義歯１００
が外れる方向と逆直角方向にしっかりと磁気引っ張り力を左右双方から及ぼしている。
【００５４】
　また、このような義歯１００を咬合した状態において、義歯係合用突出部２１０の先端
部（図中上側端部）と支台歯係合用凹み部１３０の底部（図中上側の底面１２１）との間
には一定の空間Ｓ２１が残存しており、咬合の際に義歯係合用突出部２１０の先端に咬合
力が直接作用しないようになっている。
【００５５】
　続いて、図５に示す状態について説明する。図５においては、図４とは異なり、図中の
矢印Ｆの長さから明らかなように、図中左側の小臼歯に加わる咬合力が最も大きく、右側
の大臼歯に向かうに従って咬合力は小さくなっている。これによって、義歯全体のうち図
中左側の義歯床１２０の部分が歯肉８００を押し潰して図中左方向に僅かに傾けながら左
側の歯肉８００から受ける反発力によって咬合力を受け持っている。
【００５６】
　この場合、義歯全体は図中左側に僅かにずれ込んで義歯係合用突出部２１０の右側の湾
曲面の所定部分が支台歯係合用凹み部１３０の内周面の所定位置に接している。
【００５７】
　この場合、右側の第２の磁石１５２が義歯係合用突出部２１０の右側に強めの磁気引っ
張り力を作用させているが、これと反対側の磁極を義歯係合用突出部２１０の対向する側
に備えた第１の磁石１５１からもやはり磁気引っ張り力が作用している。
【００５８】
　即ち、図３及び図４に示す状態と同様に、第１の磁石１５１と第２の磁石１５２のそれ
ぞれの義歯係合用突出部側の端部から発する磁気引っ張り力が互いに義歯係合用突出部２
１０を咬合力の作用する方向と逆直角方向、即ち咬合力が作用しなくなった際に義歯１０
０が外れる方向と逆直角方向にしっかりと磁気引っ張り力を左右双方から及ぼしている。
【００５９】
　また、このような義歯１００を咬合した状態において、義歯係合用突出部２１０の先端
部（図中上側端部）と支台歯係合用凹み部１３０の底部（図中上側の底面１２１）との間
には一定の空間Ｓ２２が残存しており、咬合の際に義歯係合用突出部２１０の先端に咬合
力が直接作用しないようになっている。
【００６０】
　図６は、第１の実施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントにおいて、義歯係合用
突出部２１０の外周面２１１と支台歯係合用凹み部１３０の内周面との接触面において、
咬合力の作用の仕方に伴う様々な接触状態を示した説明図である。この図面において、上
側の図面は、義歯１００を支台歯に装着し咬合する前の状態を示している。また、真ん中
の左右の図面は、義歯１００を装着した後に軽く咬合した状態を示している。また、下側
の左右の図面は、義歯１００を装着した後に強く咬合した状態を示している。
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【００６１】
　以下、各図面に関して咬合の状態と合わせて説明していく。ここで着目すべき点として
は、義歯係合用突出部２１０の周面の所定領域が、義歯１００を支台歯に取り付けた状態
で咬合した際に、義歯１００が支台歯を支点として咬合に伴う義歯１００の動きの範囲で
抵抗を受けずに揺動できる曲面として形成されていることにある。
【００６２】
　具体的には、上側の咬合前の状態から義歯本体である人工歯の図中右側の大臼歯１１３
（図１参照）で軽く咬合すると、矢印（Ｒ－１）に従って真ん中の左側の図面に示す状態
に移行する。この状態では、蕾型形状を有する義歯係合用突出部２１０の図中左側の基端
部（歯肉８００に近い部分）における接触点（１－２）において支台歯係合用凹み部１３
０の内周面と点接触している。即ち、接触点（１－２）における義歯係合用突出部２１０
の外周面２１１の法線方向が支台歯係合用凹み部１３０の内周面と一致している。
【００６３】
　続いて、人工歯の図中右側の大臼歯を強く咬合すると、矢印（Ｒ－２）に従って下側の
左側の図面に示す状態に移行する。この状態では、蕾型形状を有する義歯係合用突出部２
１０の図中右側の基端部（歯肉８００に近い部分）から離れた上側の接触点（１－２）に
おいて支台歯係合用凹み部１３０の内周面と点接触している。即ち、接触点（１－２）に
おける義歯係合用突出部２１０の外周面２１１の法線方向が支台歯係合用凹み部１３０の
内周面と一致している。そして、これらの真ん中の図面と下側の図面においては、図中左
側に示す第１の磁石１５１の磁気引っ張り力によって義歯係合用突出部２１０が支台歯係
合用凹み部１３０に押し付けられていることが分かる。
【００６４】
　同様に、上側の咬合前の状態から義歯本体である人工歯の図中左側の小臼歯を軽く咬合
すると、矢印（Ｌ－１）に従って真ん中の右側の図面に示す状態に移行する。この状態で
は、蕾型形状を有する義歯係合用突出部２１０の図中右側の基端部（歯肉８００に近い部
分）における接触点（２－１）において支台歯係合用凹み部１３０の内周面と点接触して
いる。即ち、接触点（２－１）における義歯係合用突出部２１０の外周面２１１の法線方
向が支台歯係合用凹み部１３０の内周面と一致している。
【００６５】
　続いて、人工歯の図中左側の小臼歯１１１（図１参照）で強く咬合すると、矢印（Ｌ－
２）に従って下側の右側の図面に示す状態に移行する。この状態では、蕾型形状を有する
義歯係合用突出部２１０の図中右側の基端部（歯肉８００に近い部分）と離れた上側の接
触点（２－２）において支台歯係合用凹み部１３０の内周面と点接触している。即ち、接
触点（２－２）における義歯係合用突出部２１０の外周面２１１の法線方向が支台歯係合
用凹み部１３０の内周面と一致している。
【００６６】
　即ち、上述した各図面に示すそれぞれの接触点は、義歯１００の一端側の人工歯又は他
端側の人工歯を強く咬合すればするほど蕾型形状を有する義歯係合用突出部２１０の上端
方向に向かって移動していることが分かる。これに加えて、それぞれの接触点における法
線方向の水平方向、即ち、この場合、歯肉８００の延在方向に対する角度は、義歯１００
の一端側の人工歯又は他端側の人工歯を強く咬合すればするほど大きくなっていくことが
分かる。
【００６７】
　以上のことから、蕾型形状を有する義歯係合用突出部２１０の支台歯係合用凹み部１３
０との接触領域については、義歯係合用突出部２１０の基端部側が先端部側に向かうに従
って緩やかな湾曲面から徐々に曲がり具合のきつい湾曲面に変化していることが分かる。
【００６８】
　これを言い換えると、義歯係合用突出部２１０の基端部側における支台歯係合用凹み部
１３０との接触領域の接触点における曲率が小さく（曲率半径が大きく）、義歯係合用突
出部２１０の先端部側に向かうに従って、支台歯係合用凹み部１３０との接触領域の接触
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点における曲率が大きく（曲率半径が小さく）変化していくことが分かる。
【００６９】
　義歯係合用突出部２１０の外周面２１１が上述したような特別な湾曲形状を有している
ことで、咬合に伴う義歯自体の複雑な動きに対応して常に位置が変化する義歯係合用突出
部２１０と支台歯係合用凹み部１３０の接触点が常に滑らかに移動する。これによって、
咬合の際に双方がいきなり引っかかって義歯係合用突出部２１０に思わぬ咬合力が作用し
たり、咬合力によって義歯係合用突出部２１０の内周面が局所的に摩耗したりするのを防
止する。
【００７０】
　ここで、上述した特有の構成に基づく第１の実施形態の優位点について説明する。咬合
に際しては、後に詳細に説明するように単なる上下の歯を上下動するだけでなくＸＹＺ軸
の直交座標系で定義されるところの様々な方向にその方向が常に変化すると共に大きさが
常に変化するように咬合力が作用していく。
【００７１】
　また、咬合力は、約３ＭＰａ～約９ＭＰａ（１ｃｍ２当たり平均３０ｋｇ～９０ｋｇ（
１ｍ２当たり３００トン～９００トン））と極めて大きい。
【００７２】
　咬合に伴う非常に大きな力やモーメントがＸＹＺの直交座標系で見て複雑なベクトルと
して絶え間なく変化することに関してより詳細に説明する。食べ物を咀嚼するにあたって
、固定され動かない上側の顎骨９００に対して、外側翼突筋や関節頭、関節窩同士が様々
な組み合わせで互いに運動することで、食べ物をせん断して咬み千切ったり、圧願して噛
み砕いたり、食べ物を臼磨してすり潰したりするという複雑な運動を行っている。
【００７３】
　そして、このように食べ物を咀嚼していくにあたって、元々の大きさを有していた食べ
物は、徐々に噛み砕かれて小さく粉々になって潰れていくので、これらの運動がこの咀嚼
の過程で複雑な方向に変化しながら作用する。このような理由から、義歯１００を支台歯
に装着して食べ物を咀嚼する場合であっても、通常の天然歯で咬合する場合と同様に、咬
合力がＸＹＺの直交座標系の複雑な合力のベクトルとなって大きさと方向を常に変化させ
ながら作用する。このように食べ物を咀嚼する際の咀嚼動作を引き起こす下顎の咬み砕き
動作を考えてみると、天然歯による咬合の場合と同様に義歯１００を装着した後の咬合も
非常に複雑な運動になっていることが理解できる。
【００７４】
　そして、図６に示す状態においては、義歯１００が歯肉８００に対して単純な上下動作
を行うだけでなく、義歯係合用突出部２１０を回動中心とした揺動動作を行うことが分か
る。これに加えて、図６では示さないが、実際の咬合に際しては、図中の紙面と直交する
方向、即ち口の内側と外側方向に向かって義歯１００が僅かに移動したりする。その上、
図６における義歯１００の右側が図中の紙面の裏側方向（例えば口の外側方向）に移動す
ると共に、義歯１００の左側が図中の紙面の表側方向（例えば口の内側方向）に移動した
りする。このような状態で義歯全体の上下動性が伴ったりすると、咬合に際して義歯全体
があたかもねじれるような非常に複雑な動作を時々刻々と変化しながら行い続けることに
なる。
【００７５】
　即ち、乗り物で例えると、咬合の間中ずっと義歯全体がいわゆるローリング、ピッチン
グ、ヨーイングが複合した極めて複雑な動きを伴うように咬合力が義歯１００に作用する
ことが分かる。
【００７６】
　このような咬合力が義歯１００に加わる特殊な状況下において、それぞれの磁石が義歯
１００の支台歯の延在方向に合わせて延在するように配置されているので、義歯１００に
備わる義歯本体の本数に応じて磁石の大きさ、即ち磁性材からなる義歯係合用突出部２１
０に及ぼす磁気引っ張り力の大きさを調節できる。
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【００７７】
　これによって、義歯本体の本数が多く長手方向に亘って長さの長い義歯１００を支台歯
に装着する際に簡単に外れにくい十分な大きさの磁気引っ張り力を支台歯の磁性材ででき
た義歯係合用突出部２１０に作用させることができる。
【００７８】
　これは、従来技術では見られない本発明特有の特徴点である。具体的には、上述した本
発明の義歯１００の内部に配置された磁石の特別な配置構造（配置場所及び配置方向並び
）に基づく磁力線を利用した磁気引っ張り力が義歯１００の長手方向に合致して、磁性材
からなる義歯係合用突出部２１０をその両側からまるでいわゆる綱引きをしているように
引っ張り続けることが分かる。その結果、本発明に係る義歯１００を支台歯に一旦装着す
れば、長期間使用しても装着力が低下することなく義歯１００を支台歯にしっかりと装着
し続けることが可能であることが十分理解できる。
【００７９】
　また、上述のような強力な磁気引っ張り力をもってして義歯１００を支台歯にしっかり
と固定しておくと同時に、咬合に際して義歯１００に大きな咬合力が作用して義歯自体が
上述したような複雑な動きをした場合であっても、義歯の支台歯係合用凹み部１３０の内
周面と支台歯の上部を構成する義歯係合用突出部２１０の外周面２１１との接触点の位置
が常に引っかかることなく滑らかに移動するので、支台歯自体を長持ちさせることができ
る。
【００８０】
　一方、例えばクラスプで固定した一般的な義歯１００を長期間使い続けるとクラスプの
部分が塑性変形してやがては疲労破壊してしまい、破断してその先端が口の中の粘膜や舌
に突き刺さってこれらを傷つけたり、クラスプの破片を食べ物と共に飲み込んでしまい誤
飲を招いたりする。
【００８１】
　しかしながら、上述の第１の実施形態による義歯とその取付けアタッチメントを用いる
と、このような咬合に伴う義歯１００の複雑な動きが支台歯に機械的影響を与えることな
く、支台歯自体をその役割を維持しながら長期間に亘って残存させることができると共に
、義歯自体についても破損させずに長期間使用し続けることができる。
【００８２】
　また、クラスプを用いることなく義歯１００の内部の支台歯係合用凹み部内で義歯係合
用突出部２１０に対して義歯全体を支台歯に装着しているので、クラスプのような金属部
材が外部に露出することがない。その結果、口を開けたときにクラスプの金属部分が外部
から見えたりすることなく、義歯１００を装着していることが一見するとまったく分から
ないので、本発明に係る義歯１００が審美的に非常に優れていると言える。また、義歯装
着者は、このような観点から外出して友人や知り合いとの会話を心置きなく楽しむことが
できると共に、買い物や講演等の受講を行っている際に質問が生じたら相手が十分に聞き
取れる声で遠慮なく聞いてみることが可能となる。
【００８３】
　また、義歯１００の内部に永久磁石を配置させてこの磁気引っ張り力を利用して義歯１
００が支台歯の一部をなす磁性材でできた義歯係合用突出部２１０から離れないようにな
っているので、上述したような本発明特有の様々な優位点を発揮することができる。
【００８４】
　本実施形態によると、更には、義歯装着者が義歯１００を強く咬合した際においても、
義歯係合用突出部２１０の上端部と支台歯係合用凹み部１３０の底部との間に一定の空間
（例えば、図６におけるＳ３１、Ｓ３２参照）を残存させた状態を保つようになっている
。これによって、義歯床１２０の少なくとも一部が歯肉８００に押し付けられて歯肉８０
０を圧縮させることで、歯肉８００が義歯床１２０の底面１２１の少なくとも一部領域を
押し潰すことで生じる歯肉８００からの圧縮反発力によって咬合力を吸収しながら、支台
歯に負担をかけることなく長期間に亘る義歯の使用を可能としている。
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【００８５】
　以下、本発明の第２の実施形態について説明する。なお、第１の実施形態と同等の構成
については、対応する符号を付して本文中その説明を省略する。図７は、本発明の第２の
実施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントの構造を義歯１００の長手方向に沿って
一部断面で示す側面図である。また、図８は、図７に示した義歯とその取付けアタッチメ
ントの作用を説明する第１の説明図である。また、図９は、図７に示した義歯とその取付
けアタッチメントの作用を説明する第２の説明図である。また、図１０は、図７に示した
義歯とその取付けアタッチメントの作用を説明する第３の説明図である。なお、第１の実
施形態において説明した図２の平面図は、第２の実施形態においても支台歯係合用凹み部
の底面の大きさを除いて同様の図面になるので、その図示を省略する。
【００８６】
　なお、図８は、第１の実施形態に係る図３に示す作用に対応する図面である。また、図
９は、第１の実施形態に係る図４に示す作用に対応する図面である。また、図１０は、第
１の実施形態に係る図５に示す作用に対応する図面である。そのため、これらの図面の具
体的な説明は共通するため各図面に対応する符号を付してその記載を省略する。
【００８７】
　第２の実施形態が第１の実施形態と異なる点としては、支台歯係合用凹み部１８０の内
周面の形状が義歯係合用突出部２１０の外周面２１１により対応した曲面形状となってい
ることにある。それ以外については、第１の実施形態と構成上同一となっている。即ち、
第１の実施形態と同様に、咬合時において支台歯係合用凹み部１８０の底面に義歯係合用
突出部２１０が突き当たることがないようになっている。
【００８８】
　即ち、本発明の第２の実施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントにおいては、支
台歯係合用凹み部１８０の内面の所定位置においても凹み部側湾曲部が形成されているこ
とを特徴としている。そして、義歯１００を支台歯に取り付けた状態で、咬合した際に生
じる義歯１００の傾斜度合いや沈み込み度合いに応じて変化していく義歯係合用突出部２
１０の周面の所定領域に形成された突出部側湾曲部と凹み部側湾曲部の互いに接触する部
分同士の曲率がほぼ一致するように、それぞれの湾曲部が形成されている。
【００８９】
　具体的には、支台歯係合用凹み部１８０の内周面によって囲まれる収容空間の側周面の
形状が、蕾型形状を有する義歯係合用突出部２１０の内周面に対応した形状となっている
。即ち、義歯係合用突出部２１０の外周面２１１と支台歯係合用凹み部１８０の内周面と
の接触点について考察した時、義歯係合用突出部２１０の接触点における曲率半径を有す
る仮想球体の中心点と、支台歯係合用凹み部１８０の接触点における曲率半径を有する仮
想球体の中心点とが一致している特徴を有している。
【００９０】
　これを図１１に基づいて具体的に説明する。図１１は、第２の実施形態に係る義歯とそ
の取付けアタッチメントにおいて、義歯係合用突出部２１０の外周面と支台歯係合用凹み
部１８０の内周面との接触面において、咬合力の作用の仕方に伴う様々な接触状態を示し
た説明図である。
【００９１】
　図１１は、第１の実施形態の作用を説明した図６に対応する図面であるが、第２の実施
形態における特徴点である支台歯係合用凹み部１８０の内周面の形状が第１の実施形態と
異なっているため、図面に基づいて詳細に説明する。
【００９２】
　以下、図１１における各図面に関して咬合の状態と合わせて説明していく。ここで着目
すべき点としては、義歯係合用突出部２１０の周面の所定領域が、義歯１００を支台歯に
取り付けた状態で咬合した際に、義歯１００が支台歯を支点として咬合に伴う義歯１００
の動きの範囲で抵抗を受けずに揺動できる曲面として形成されていることにある。
【００９３】
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　図１１において、上側の図面は、義歯１００を支台歯に装着し咬合する前の状態を示し
ている。また、真ん中の左右の図面は、義歯１００を装着した後に軽く咬合した状態を示
している。また、下側の左右の図面は、義歯１００を装着した後に強く咬合した状態を示
している。
【００９４】
　具体的には、上側の咬合前の状態から義歯本体である人工歯の図中右側の大臼歯１１３
（図８参照）で軽く咬合すると、矢印（Ｒ－１）に従って真ん中の左側の図面に示す状態
に移行する。この状態では、蕾型形状を有する義歯係合用突出部２１０の図中左側の基端
部（歯肉８００に近い部分）における接触点（１－１）において支台歯係合用凹み部１８
０の内周面と点接触している。即ち、接触点（１－１）における義歯係合用突出部２１０
の外周面２１１の法線方向が支台歯係合用凹み部１８０の内周面の法線方向とほぼ一致し
ている。そして、この場合の支台歯係合用凹み部１８０の内周面の接触点又は極めて局所
的な接触面における曲面を一部とする仮想球体の中心と、義歯係合用突出部２１０の外周
面２１１の接触点又は極めて局所的な接触面における曲面を一部とする仮想球体の中心と
が互いにほぼ一致している。
【００９５】
　続いて、人工歯の図中右側の大臼歯で強く咬合すると、矢印（Ｒ－２）に従って下側の
左側の図面に示す状態に移行する。この状態では、蕾型形状を有する義歯係合用突出部２
１０の図中右側の基端部（歯肉８００に近い部分）から離れた上側の接触点（１－２）に
おいて支台歯係合用凹み部１８０の内周面と点接触している。即ち、接触点（１－２）に
おける義歯係合用突出部２１０の外周面２１１の法線方向が支台歯係合用凹み部１８０の
内周面の法線方向とほぼ一致している。そして、この場合の支台歯係合用凹み部１８０の
内周面の接触点又は極めて局所的な接触面における曲面を一部とする仮想球体の中心と、
義歯係合用突出部２１０の外周面２１１の接触点又は極めて局所的な接触面における曲面
を一部とする仮想球体の中心とほぼ互いに一致している。そして、これらの真ん中の図面
と下側の図面においては、図中左側に示す第１の磁石１５１の磁気引っ張り力によって義
歯係合用突出部２１０が支台歯係合用凹み部１８０に押し付けられていることが分かる。
【００９６】
　同様に、上側の咬合前の状態から義歯本体である人工歯の図中左側の小臼歯を軽く咬合
すると、矢印（Ｌ－１）に従って真ん中の右側の図面に示す状態に移行する。この状態で
は、蕾型形状を有する義歯係合用突出部２１０の図中左側の基端部（歯肉８００に近い部
分）における接触点（２－１）において支台歯係合用凹み部１８０の内周面と点接触して
いる。即ち、接触点（２－１）における義歯係合用突出部２１０の外周面２１１の法線方
向が支台歯係合用凹み部１８０の内周面の法線方向とほぼ一致している。そして、この場
合の支台歯係合用凹み部１８０の内周面の接触点又は極めて局所的な接触面における曲面
を一部とする仮想球体の中心と、義歯係合用突出部２１０の外周面２１１の接触点又は極
めて局所的な接触面における曲面を一部とする仮想球体の中心とが互いにほぼ一致してい
る。
【００９７】
　続いて、人工歯の図中左側の小臼歯で強く咬合すると、矢印（Ｌ－２）に従って下側の
左側の図面に示す状態に移行する。この状態では、蕾型形状を有する義歯係合用突出部２
１０の図中右側の基端部（歯肉８００に近い部分）から離れた上側の接触点（２－２）に
おいて支台歯係合用凹み部１８０の内周面と点接触している。即ち、接触点（２－２）に
おける義歯係合用突出部２１０の外周面２１１の法線方向が支台歯係合用凹み部１８０の
内周面と一致している。そして、この場合の支台歯係合用凹み部１８０の内周面の接触点
又は極めて局所的な接触面における曲面を一部とする仮想球体の中心と、義歯係合用突出
部２１０の外周面２１１の接触点又は極めて局所的な接触面における曲面を一部とする仮
想球体の中心とが互いにほぼ一致している。
【００９８】
　また、支台歯係合用凹み部１８０と義歯係合用突出部２１０の接触点又は極めて局所的
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な接触面がいかなる位置にあろうと、それぞれの接触点又は極めて局所的な接触面を含む
仮想球体の中心は常に一致していることになる。
【００９９】
　上述した各図面に示すそれぞれの接触点は、義歯１００の一端側の人工歯又は他端側の
人工歯を強く咬合すればするほど蕾型形状を有する義歯係合用突出部２１０の上端方向に
向かって移動していることが分かる。これに加えて、それぞれの接触点における法線方向
の水平方向、即ちこの場合、歯肉８００の延在方向に対する角度は、義歯１００の一端側
の人工歯又は他端側の人工歯を強く咬合すればするほど大きくなっていくことが分かる。
【０１００】
　以上のことから、蕾型形状を有する義歯係合用突出部２１０の支台歯係合用凹み部１８
０との接触領域については、義歯係合用突出部２１０の基端部側が先端部側に向かうに従
って緩やかな湾曲面から徐々に曲がり具合のきつい湾曲面に変化していることを表わして
いる。
【０１０１】
　これは、即ち、各接触点と上述した仮想球体の中心との距離が、義歯係合用突出部２１
０の先端側に向かえば向かうほど、即ち咬合力を加えれば加えるほど小さくなり、接触点
が義歯係合用突出部２１０の先端側に向かうほどこの接触点が滑らかに移動し易く、係合
力の義歯係合用突出部２１０の軸線方向の分力がなるべく大きくならないようにしている
。
【０１０２】
　上述のように第２の実施形態に係る義歯係合用突出部２１０の外周面２１１及び支台歯
係合用凹み部１８０の内周面がそれぞれの接触点において特別な条件を満たすように形成
されていることで、第１の実施形態の場合にも増して、上述したような咬合に伴う義歯自
体の複雑な動きに対応して常に位置が変化する義歯係合用突出部２１０と支台歯係合用凹
み部１８０の接触点が常に滑らかに移動するようになっている。その結果、咬合の際に双
方がいきなり引っかかって義歯係合用突出部２１０に思わぬ咬合力が作用したり、咬合力
によって義歯係合用突出部２１０の内周面が局所的に摩耗したりするのを防止する。
【０１０３】
　なお、第１の実施形態の構成を有していても、咬合時に義歯１００に対して咬合力が３
次元方向に作用した場合に義歯１００が支台歯に取り付けられた状態を維持することは十
分に可能であるが、本発明の第２の実施形態に係る義歯とその取付けアタッチメントによ
ると、上述した構成を有することで、この作用を更に高めることができる。
【０１０４】
　続いて、上述した第１及び第２の実施形態の各種変形例について説明する。図１２は、
第１の実施形態の第１変形例（図１２（ａ））及び第２の実施形態の第１変形例（図１２
（ｂ））を含む部分をそれぞれ示す説明図である。
【０１０５】
　第１の実施形態及び第２の実施形態においては、支台歯係合用凹み部１３０，１８０が
義歯床１２０の長手方向の略中央部に形成されていた。即ち、義歯床１２０の上側に並ん
で備わる１本の小臼歯及び２本の大臼歯のほぼ中央部の下側に形成されていた。
【０１０６】
　しかしながら、この第１変形例においては、図１２に示すように図中右側（図１及び図
７に示した小臼歯１１と犬歯１３からなる２本の天然歯から離れる方向に形成されている
。実際の義歯装着者のインプラントの場所やその周囲の欠損歯の状況によってこのように
支台歯及びこれを構成するインプラントと義歯係合用突出部２１０の形成位置に対して支
台歯係合用凹み部１３０，１８０の形成位置を義歯床１２０の長手方向に対して最適な位
置に変更することが本発明では可能である。
【０１０７】
　続いて、第１の実施形態及び第２の実施形態の第２変形例について図面に基づいて説明
する。図１３は、第１の実施形態の第２変形例（図１３（ａ））及び第２の実施形態の第
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２変形例（図１３（ｂ））を含む部分をそれぞれ示す説明図である。
【０１０８】
　第１の実施形態及び第２の実施形態においては、内部空間が円柱状をなす支台歯係合用
凹み部１３０，１８０の下端側の開口部と、義歯１００を装着した際にインプラントに固
定された義歯係合用突出部２１０のこの開口部と対向する部分との間に周囲全体に亘って
ある程度の隙間が形成されていた。これによって、義歯１００の装着のし易さを確保する
と共に、指先の感覚が鈍って指先の動きが不自由になった義歯装着者が、義歯１００の着
脱が行い易いようにしていた。即ち、このような構成にすることによって、義歯１００の
装着を器用に行うことができない義歯装着者にとって非常に使い勝手の良い構造を有する
義歯１００となっていた。
【０１０９】
　しかしながら、図１３に示す第２の変形例のように、義歯１００を装着した際に、支台
歯係合用凹み部１３０，１８０の下端側の開口部と、義歯１００を装着した際に残根部５
０に固定された義歯係合用突出部２１０のこの開口部と対向する部分との間に隙間ができ
ることなくいわゆるフィッティング嵌合するような構造としても良い。
【０１１０】
　例えば指先が自由に動き、かつ義歯１００を装着する際にこのようなフィッティング嵌
合の感覚をしっかりと受けることができる方が気持ち良い義歯装着者にとって、このよう
な構造に変更しても本発明の作用を十分に発揮することが可能となる。
【０１１１】
　続いて、第１の実施形態及び第２の実施形態の第３変形例について図面に基づいて説明
する。図１４は、第１の実施形態の第３変形例（図１４（ａ））及び第２の実施形態の第
３変形例（図１４（ｂ））を含む部分をそれぞれ示す説明図である。
【０１１２】
　より具体的には、この第３変形例においては、上述した各実施形態及び各変形例のよう
に支台歯係合用凹み部１３０，１８０を挟んで両側に第１の磁石１５１と第２の磁石１５
２が配置されている構造を取る代わりに、支台歯係合用凹み部１３０，１８０の一方の第
１の磁石１５１のみを残し、第２の磁石１５２が配置された部分においてはこの磁石の代
わりにラッチ係合部１９０を備えている。なお、ラッチ係合部１９０は、図面から明らか
なように、弾性体であるスプリング１９１と、スプリング１９１からの弾性力によって支
台歯係合用凹み部１３０，１８０の内周面の所定箇所から一部が所定量だけ押し出された
状態になるプランジャー１９２を有し、プランジャー１９２の先端には球状体部材１９３
が本実施形態では回動可能に備わっている。
【０１１３】
　また、義歯係合用突出部を２１０の周面の一部には、ラッチ係合用凹み部２１５が備わ
っている。そして、支台歯係合用凹み部１３０，１８０の内周面に備わったラッチ係合部
１９０のプランジャー１９２の先端の球状体部材１９３が、義歯１００を支台歯に装着し
た際に、図面に示すようにラッチ係合用凹み部２１５に弾性力によってラッチ係合すると
共に、義歯１００を支台歯から義歯装着者が指の力で引っ張ることによってラッチ係合が
解除されて、義歯１００を支台歯から取り外すことが可能になっている。
【０１１４】
　このような構成を有することで、義歯１００を装着する際にラッチ係合部１９０が義歯
係合用突出部２１０の周面に備わったラッチ係合用凹み部２１５に嵌り込む。その結果、
顎骨９００を介してこのラッチ係合の感覚を義歯装着者が認識することができ、指先の不
自由な人であっても義歯１００がきちんと装着できたことを確実に確認することができる
。
【０１１５】
　また、支台歯に一旦装着した義歯１００は、ラッチ係合部１９０の係合力によって容易
に外れることはなく、支台歯にしっかりと装着した状態を保つことができる。
【０１１６】
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　なお、上述の各実施形態及び各変形例においては磁石を２つ備えていたが、本変形例で
は磁石を１つしか備えてない。しかしながら、本発明特有の構成により大きな磁気引っ張
り力を磁性体である義歯係合用突出部２１０に作用させるためのサイズの大きい磁石を義
歯１００の内部にその長手方向に沿って配置することができるので、このような磁気引っ
張り力が不十分となる問題も生じさせずに済む。
【０１１７】
　上述した作用を発揮すれば、ラッチ係合部は必ずしも本変形例のような構造をとる必要
はなく、例えば弾性体の板バネを用いても良く、若しくは例えば弾性力に富んだバネ鋼で
できた針金状部材を折り曲げていわゆる刺股のようにして義歯１００を装着した状態で義
歯係合用突出部２１０に弾性力を及ぼして義歯１００が支台歯から外れるのを防止するよ
うにしても良い。
【０１１８】
　また、本発明においては、磁石が義歯内において上述したような特別な配置形態を有す
ることで、磁石の設計の自由度が高まり、かつ様々な磁石を使用することが可能となる。
【０１１９】
　即ち、本発明の場合、磁石は、いわゆる棒磁石としての永久磁石の形態をとって上述し
た特別な構造で配置されていれば良く、磁石自体は細長い四角柱の棒磁石、賽子形状の磁
石、細長い円柱形状や端面視多角形の細長い柱状の何れの形態であっても構わない。
【０１２０】
　なお、義歯のサイズ、即ち義歯の大きさや形状、支台歯係合用凹み部の位置やこの凹み
部の穴の直径、深さ、蕾型形状を有する支台歯係合用突出部の大きさ（直径や高さ）につ
いては、義歯装着者の顎骨の形状や欠損歯の部分の状況によって全く同じとなる場合はあ
りえないので、歯科医院において義歯装着者を診察して最も好ましい実施の形態を決定す
る必要がある。
【０１２１】
　この場合、義歯の装着者ごとに咀嚼に伴う長年の習慣や咀嚼力の強さ（咀嚼に必要な外
側翼突筋などの発達の度合い）によって異なっている。そのため、咀嚼に際して義歯係合
用突出部の先端が支台歯係合用凹み部の底部に突き当たらないようにこの部分に適当な厚
みのスペーサを挟み込んで咬合時における双方の間に形成される空間の大きさを確認した
上で義歯を個別に製作するのが好ましい。
【０１２２】
　本発明によると、上述した各実施形態及びその各種変形例から明らかなように、例えば
歯周病や虫歯の悪化などで歯冠がかなり破損してしまったために歯冠を除去したが、残根
部とこの周囲の歯根膜がしっかりと残存している部分を有効活用して本発明に係る義歯と
その取付けアタッチメントを装着するようにしている。
【０１２３】
　これによって、この部分を支台歯としてこの両脇の欠損歯の部分に本発明に係る義歯を
配置することで、欠損歯の部分を放置したままとなり口を開けたときにこれが目立ったり
してしまうのを防止する。
【０１２４】
　また、上述の欠損歯の部分ごとにインプラントを植立させると、インプラントの本数が
増えてコスト的にかなり高額になると共に、インプラントを植立させるために歯科医院に
何度も通院しなければならず、時間的にかなり拘束されると共に、身体的負担もかなり受
けてしまう。
【０１２５】
　しかしながら、本発明に係る義歯とその取付けアタッチメントを用いることで、欠損歯
の部分にインプラントを植立する必要がなくなり、上述のような問題を一気に解決するこ
とができる。即ち、本発明に係る義歯とその取付けアタッチメントを適用することで、歯
科医院への少なめの通院回数でコストを安く抑えながらこれを長期に亘って使い続けるこ
とができる。
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【０１２６】
　なお、残根部に支台を設け、これに従来から用いられているクラスプの付いた義歯を装
着した場合の問題点について、以下に詳細に説明する。咬合力は、約３ＭＰａ～約９ＭＰ
ａ（１ｃｍ２当たり平均３０ｋｇ～９０ｋｇ（１ｍ２当たり３００トン～９００トン））
と極めて大きい。
【０１２７】
　このような咬合時に向きや大きさの絶えず変化する大きな咬合力が従来一般的に使われ
ているクラスプを備えた義歯のクラスプの部分に作用すると、この部分が金属疲労により
緩んだり破断してしまったりする問題があった。
【０１２８】
　また、支台歯にクラスプを備えた従来の義歯を装着した場合、口を開けたときにクラス
プが目立って審美的な問題があった。更には、長期間の使用によってクラスプが緩んで義
歯が外れ易くなり、口の中で外れかかった義歯を舌で押さえ続けたり、くしゃみなどで偶
発的に義歯が外れて口から飛び出してしまったりするような事態を招いたりして、長期間
にわたって使用し続けることができず、近年の高齢化社会の到来に向けて重要視されてい
るクオリティオブライフの向上に支障をきたしていた。
【０１２９】
　更には、従来のクラスプを備えた義歯を使用した場合、クラスプの部分の緩みの有無の
定期的な確認等とゆるみを発見した際にこの部分を元通りに直すような手間の掛かるメン
テナンスを必要としていた。また、従来のクラスプを備えた義歯を外してこれをきれいに
する場合等において、特に指先の不自由な義歯装着者にとっては誤って義歯を床に落とし
てしまい、金属でできたクラスプの部分が曲がったり破断してしまったりする恐れもあっ
た。このような場合、このクラスプの部分を元の状態に直したり、直すことができない程
度に曲がったり破損してしまった場合は、クラスプ全体を新しいものに交換しなければな
らない面倒な問題を生じていた。
【０１３０】
　そして、クラスプの部分の修理又は交換を依頼している間、その義歯を使用することが
できなくなり、極めて不便となる。しかしながら、本発明によると、義歯を固定して支持
するためのクラスプのような金属部部分を義歯の外部に備えていないので、そのような不
都合なことは一切起こることはなく、殆どメンテナンスフリーで義歯を安心して使い続け
ることができるという非常に大きなメリットを有している。
【０１３１】
　また、本発明によると、十分な磁気引っ張り力を有する磁石を義歯の大きさに合わせて
配置することができることに加えて、義歯係合用突出部の外周面が蕾型形状に形成されて
いることで、義歯の着脱時においても支台歯係合用凹み部内に収容され磁性材でできた義
歯係合用突出部を破損することなく義歯の着脱を行うことができる。その結果、義歯の着
脱が非常に行い易くなり、高齢になって特に指先を器用に動かすことのできない義歯装着
者が義歯の支台歯からの着脱を一人で簡単に行うことが可能となる。
【０１３２】
　なお、上述の各実施形態及びその各種変形例はあくまで本発明の例示的な内容を示した
ものに過ぎず、本発明の範囲内であれば形状、材質、大きさ等の異なる様々な構造の義歯
とその取付けアタッチメントであっても構わないことは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１３３】
　１１　　小臼歯
　１３　　犬歯
　５０　　残根部
　５１　　取り付け穴
　１００　　義歯
　１１０　　人工歯（義歯本体）
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　１１１　　小臼歯
　１１２，１１３　　大臼歯
　１２０　　義歯床
　１２１　　底面
　１３０　　支台歯係合用凹み部
　１３１　　底面
　１５０　　磁石
　１５１　　第１の磁石
　１５２　　第２の磁石
　１６０　　磁石ホルダー
　１８０　　支台歯係合用凹み部
　１９０　　ラッチ係合部
　１９１　　スプリング
　１９２　　プランジャー
　１９３　　球状体部材
　２００　　アタッチメント
　２１０　　義歯係合用突出部
　２１１　　外周面
　２１５　　ラッチ係合用凹み部
　２２０　　固定部材
　８００　　歯肉
　８１０　　唾液層
　８５０　　歯根膜
　９００　　顎骨
【要約】
【課題】義歯装着者に優れた装着感と食事中の快適な咬み心地を与える義歯とその取付け
アタッチメントを提供する。
【解決手段】義歯装着者が義歯を強く咬合した際においても、義歯係合用突出部２１０の
上端部と支台歯係合用凹み部１３０の底面１３１との間に一定の空間Ｓ１０を残存させた
状態を保ちながら、義歯床１２０の少なくとも一部が歯肉８００に押し付けられて歯肉を
圧縮させることで、歯肉が義歯床の底面の少なくとも一部領域を押し潰すことで生じる歯
肉からの圧縮反発力によって咬合力を吸収しながら咬合を可能とする。
【選択図】図１
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